
（第85期第２四半期）

自　2021年７月１日
至　2021年９月30日

四 半 期 報 告 書



頁

表　紙 …………………………………………………………………………………………………………………………… 1

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移 ………………………………………………………………………………………… 2

２　事業の内容 ………………………………………………………………………………………………………… 3

第２　事業の状況

１　事業等のリスク …………………………………………………………………………………………………… 3

２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ………………………………… 4

３　経営上の重要な契約等 …………………………………………………………………………………………… 5

第３　提出会社の状況

１　株式等の状況 ……………………………………………………………………………………………………… 6

２　役員の状況 ………………………………………………………………………………………………………… 15

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………… 17

２　その他 ……………………………………………………………………………………………………………… 26

第二部　提出会社の保証会社等の情報 ……………………………………………………………………………………… 27

［四半期レビュー報告書］

目　　　　　　　次



【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年11月11日

【四半期会計期間】 第85期第２四半期（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）

【会社名】 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社

【英訳名】 KNT-CT Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　米田　昭正

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号

【電話番号】 03（5325）8522（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長　　伊藤　浩一

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号

【電話番号】 03（5325）8522（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長　　伊藤　浩一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

【表紙】

（注）　第１四半期連結会計期間より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。

- 1 -



回次
第84期

第２四半期
連結累計期間

第85期
第２四半期

連結累計期間
第84期

会計期間

自2020年
　４月１日
至2020年
　９月30日

自2021年
　４月１日
至2021年
　９月30日

自2020年
　４月１日
至2021年
　３月31日

売上高 （百万円） 15,865 57,546 87,889

経常損失（△） （百万円） △15,734 △5,925 △16,727

親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） （百万円） △16,846 △6,853 △28,456

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △17,179 △6,803 △28,079

純資産額 （百万円） 1,245 23,463 △9,654

総資産額 （百万円） 86,341 118,072 62,817

１株当たり四半期（当期）純損失（△） （円） △616.59 △250.84 △1,041.50

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 （円） － － －

自己資本比率 （％） 1.4 19.8 △15.4

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △3,211 5,514 △24,167

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △336 585 △301

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △23 39,843 △51

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 （百万円） 44,558 69,795 23,805

回次
第84期

第２四半期
連結会計期間

第85期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

自2020年
　７月１日
至2020年
　９月30日

自2021年
　７月１日
至2021年
　９月30日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △257.74 △15.06

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第２四半期連結累計期間および当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につ

いては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大が当社グループの事業活動に影響を及ぼしており、今後も状況を注視し、

対策を講じてまいります。

（債務超過の解消に向けた計画の進捗状況）

　当社グループでは、2021年２月に公表いたしました中期経営計画のとおり、事業構造改革と再成長に向けた事業

基盤固めに取り組んでおります。本経営計画期間（2021年度～2025年度）においては、グループの事業構造を抜本

的に見直し、より専門性、収益性の高い分野に経営資源を集中して、再成長に向けた基盤固めを図ってまいりま

す。加えて、積極的なアライアンスを通じてこれまでの事業運営の中で培った当社グループならではの「企画立案

力・提案力」、「教育機関・法人等への営業網」、「アクティブシニアを中心とした会員組織」、「全国に広がる

サプライヤーネットワーク」等の強みを活かした旅行近接サービスを含む新規事業の開発に取り組んでまいりま

す。これらとともに、次の事業構造改革に伴うコスト構造の見直しにより、2018年度比で、2022年度には約200億

円の経費削減効果を図り、2025年度には営業利益ベースで100億円以上の改善を見込んでおります。

・事業構造改革と再成長に向けた事業基盤固め

①組織の再編

　2021年10月１日に近畿日本ツーリスト地域会社各社および株式会社ＫＮＴ－ＣＴウエブトラベルを合併し、本

社部門等の後方部門の統合を行うなど、組織体制の見直しにより、間接部門のスリム化を進めるとともに支店、

店舗の統廃合を当初計画から前倒しで進めております。同時にＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社から合併

後の新近畿日本ツーリスト株式会社に事業推進部門を移管し、当社はグループ全体の経営戦略および経営管理部

門に特化する体制としました。

②人員調整

　本年１月に実施した希望退職の募集に加え、新規採用の抑制、定年退職等による自然減、グループ外への出向

を実施し、2024年度末までに2020年度末時点6,968名の在籍人員を約３分の２に縮小する予定であり、現段階で

は概ね計画どおりに進捗しております。

③その他のコスト削減

　旧来のシステムに関わるＩＴコストを削減するほか、組織の見直し、テレワークやフリーアドレス化など働き

方改革の推進等により、短期的には事務所スペースを40％程度縮小する予定であり、事務所経費をはじめ諸経費

のさらなる圧縮を進めております。

・資本施策の実施

　当社は、2021年５月12日開催の取締役会において、第三者割当の方法により、当社の親会社である近鉄グルー

プホールディングス株式会社、合同会社あかりおよび合同会社まつかぜを割当先とする、総額400億円のＡ種種

類株式およびＢ種種類株式の発行を決議いたしました。その後、同年６月16日開催の当社定時株主総会におい

て、本第三者割当についてご承認をいただき、同年６月30日付にて本第三者割当による種類株式の発行および払

込の完了をいたしました。

　今後は、本第三者割当により調達した資金をクラブツーリズム株式会社の「新・クラブ1000事業」や近畿日本

ツーリスト株式会社のダイナミックパッケージへの移行加速、アバターエージェントによる接客である「新・旅

のコンシェルジュ」および上質な旅館・ホテルをお客さまのニーズにあわせて展開する新ブランド「ＫＮＴ ハ

イクラス Ｂｌｕｅ Ｐｌａｎｅｔ」等の機能拡充に向けたシステム構築を中心とした成長戦略投資資金に充当す

ることで、当社の置かれた厳しい経営状況から脱却するべく事業構造改革を実行し、一層の事業拡大、収益性の

向上に努めてまいります。
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（継続企業の前提に関する重要事象等）

　当社グループは、2020年２月以降新型コロナウイルスの感染拡大により、国内外の旅行需要の大半が消失し、海

外旅行および訪日旅行の催行ができず、2020年４月中旬から５月末まで全旅行店舗を休業せざるをえない状況とな

る等、厳しい環境変化に見舞われました。

　このため、感染症対策に徹底的に取り組んだ安心安全な旅の販売に注力し、旅行業以外の収入確保に努める等

様々な対策を講じたものの、前連結会計年度（2021年３月期）において、連結営業損失270億82百万円、連結経常

損失167億27百万円、親会社株主に帰属する当期純損失284億56百万円を計上し、期末純資産は96億54百万円の債務

超過となりました。

　（債務超過の解消に向けた計画の進捗状況）に記載の資本施策の実施により、第１四半期連結会計期間の期末に

おいて債務超過は解消しておりますが、当第２四半期連結累計期間においても当該感染拡大の影響等により、連結

営業損失84億83百万円、連結経常損失59億25百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失68億53百万円を計上して

おり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象等が存在しております。

　当社におきましては、中期経営計画の目標達成に向けた事業構造改革を引き続き推進していくこととしており、

2022年３月期の連結業績予想を踏まえ、2022年３月末時点においても債務超過にはならないものと見込んでおりま

す。

　以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものでありま

す。

(1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、引き続きサービス業

中心に厳しい状況で推移いたしました。

　旅行業界におきましては、海外旅行や訪日旅行を催行できず、国内旅行についてもほぼ全期間にわたり東京都、

大阪府など全国各地で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出等されたため、依然として厳しい状況が続きま

した。

　このような情勢の下、当社グループは緊急事態宣言地域等への添乗員付きツアーを中止し、旅行営業所の時短営

業を進める一方で、オンラインツアーや近隣地域への旅行、感染対策に徹底的に取り組んだ修学旅行等、コロナ禍

でも需要のある旅行販売に注力いたしました。

　また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会においては、大会関係者バス輸送の主幹業務を受託し、

各国選手、大会主催者、マスコミ関係者の競技場輸送を他の旅行会社やバス会社とともに支えました。このほか、

旅行需要が大幅に減退する中、旅行業以外の業務受託の拡大を図り、従来の観光施設の運営業務に加え、ＰＣＲ検

査や新型コロナウイルスワクチン接種の受付業務・コールセンター業務を全国の自治体から受注するなど、旅行業

以外の収入確保に大いに努めました。一方費用面では、事業構造改革を推進し、人件費、事務所賃借料その他の費

用の削減に最大限の努力を払いました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は575億46百万円（前年同期比262.7％増）、連結営

業損失は84億83百万円（前年同期　連結営業損失231億79百万円）となりましたが、営業外収益として雇用調整助

成金の受給見込額27億27百万円を計上したこともあり、連結経常損失は59億25百万円（前年同期　連結経常損失

157億34百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は68億53百万円（前年同期　親会社株主に帰属する四半期

純損失168億46百万円）となりました。

(2）財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、主に2021年６月30日付で実施いたしまし

た総額400億円の第三者割当増資による現金及び預金の増加と、預け金ならびに受取手形、営業未収金及び契約資

産（前連結会計年度末は受取手形及び営業未収金）の増加により552億55百万円（88.0％）増加し、1,180億72百万

円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ、主に営業未払金および旅行前受金が増加したことにより

221億37百万円（30.5％）増加し946億８百万円となりました。また、純資産は、上記の第三者割当増資に伴う資本

剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ331億17百万円増加し、234億63百万円となりました。

　この結果、自己資本比率は19.8％（前連結会計年度末　△15.4％）となりました。
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(3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計

年度末に比較して459億89百万円増加し697億95百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は55億14百万円の増加（前年同期は32億11百万円の減

少）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計上で66億22百万円、売上債権及び契約資産の増加に

よる影響で70億14百万円、未払金の減少による影響で25億50百万円それぞれ減少したものの、旅行前受金の増加に

よる影響で190億75百万円、仕入債務の増加による影響で51億86百万円それぞれ増加したためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金は５億85百万円の増加（前年同期は３億36百万円の減

少）となりました。これは主に固定資産の取得による支出で４億71百万円減少したものの、差入保証金の回収によ

る収入で10億72百万円増加したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は398億43百万円の増加（前年同期は23百万円の減少）

となりました。これは主に上記の第三者割当増資による株式の発行による収入で398億60百万円増加したためであ

ります。

(4）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について、重要な変更はありません。

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

(6）研究開発活動

　該当事項はありません。

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

- 5 -



種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 38,000,000

Ａ種種類株式 150

Ｂ種種類株式 250

計 38,000,400

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
（2021年９月30日）

提出日現在発行数(株)
（2021年11月11日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 27,331,013 27,331,013
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

Ａ種種類株式 150 150 非上場
単元株式数１株

（注）

Ｂ種種類株式 250 250 非上場
単元株式数１株

（注）

計 27,331,413 27,331,413 ― ―

②【発行済株式】

（注）株式の内容

①　Ａ種種類株式の内容は、以下のとおりです。

１．剰余金の配当

(1）Ａ種優先配当金

　当社は、2022年３月末日に終了する事業年度から2032年３月末日に終了する事業年度中に属する日を基準日

として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日（以下「配当基準日」という。）の最終の株主

名簿に記載または記録されたＡ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種種類株主」という。）またはＡ種種類株

式の登録株式質権者（Ａ種種類株主と併せて、以下「Ａ種種類株主等」という。）に対し、下記８．(1)に定

める支払順位に従い、Ａ種種類株式１株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当（かかる配当

によりＡ種種類株式１株当たりに支払われる金銭を、以下「Ａ種優先配当金」という。）を行う。なお、Ａ種

優先配当金に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じると

きは、当該端数は切り捨てる。
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(2）Ａ種優先配当金の金額

　Ａ種優先配当金の額は、100,000,000円（以下「払込金額相当額」という。）に、年率1.85％（以下「Ａ種

優先配当年率」という。）を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日（ただ

し、当該配当基準日が2022年３月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。）から当該

配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日（ただし、当該事業年度に閏日を含む

場合は366日。）として日割計算を行うものとする（除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、そ

の小数第２位を四捨五入する。）。ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の

日を基準日としてＡ種種類株主等に対して剰余金の配当（下記(4)に定めるＡ種累積未払配当金相当額の配当

を除く。）が行われたときは、当該配当基準日に係るＡ種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合

計額を控除した金額とする。

(3）非参加条項

　当社は、Ａ種種類株主等に対しては、Ａ種優先配当金およびＡ種累積未払配当金相当額（下記(4)に定め

る。）の額を超えて剰余金の配当を行わない。

(4）累積条項

　ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金の配当（当該

事業年度より前の各事業年度に係るＡ種優先配当金につき本(4)に従い累積したＡ種累積未払配当金相当額

（以下に定義される。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年度に係るＡ種優先配当金の額（当該事業年度

の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるＡ種優先

配当金の額をいう。ただし、かかる計算においては、上記(2)ただし書の規定は適用されないものとして計算

するものとする。）に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積（本

(4)に従い累積する金額を「Ａ種累積未払配当金相当額」という。）する。当社は、Ａ種累積未払配当金相当

額についての剰余金の配当を、下記８．(1)に定める支払順位に従い、法令の定める範囲内において、翌事業

年度以降に行われる剰余金の配当と併せて、Ａ種種類株主等に対して行う。かかる配当が行われるＡ種累積未

払配当金相当額に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じ

るときは、当該端数は切り捨てる。

２．残余財産の分配

(1）残余財産の分配

　当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主等に対し、下記８．(2)に定める支払順位に従い、Ａ種

種類株式１株につき、払込金額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額および下記(3)に定めるＡ種日割未払優

先配当金額を加えた額（以下「Ａ種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。

　ただし、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」という。）が配当基準日の翌日

（同日を含む。）から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当

該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてＡ種累積未払配当金相当額を計算す

る。なお、Ａ種残余財産分配額に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円未

満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2）非参加条項

　Ａ種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3）日割未払優先配当金額

　Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額（以下「Ａ種日割未払優先配当金額」という。）は、払込

金額相当額にＡ種優先配当年率を乗じて算出した額の金銭について、分配日の属する事業年度の初日（ただ

し、当該分配日が2022年３月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。）から、当該分

配日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日（ただし、閏日を含む事業年度については366

日。）として日割計算を行うものとする（除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２

位を四捨五入する。）。

　ただし、当該分配日の属する事業年度中の、当該分配日より前の日を基準日としてＡ種種類株主等に対して

剰余金の配当（Ａ種累積未払配当金相当額の配当を除く。）が行われたときは、当該分配日に係るＡ種日割未

払優先配当金額の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

３．議決権

　Ａ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
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４．金銭を対価とする取得請求権

(1）金銭対価取得請求権

　Ａ種種類株主は、償還請求日（以下に定義する。）における分配可能額（会社法第461条第２項に定める分

配可能額をいう。以下同じ。）を限度として、Ａ種種類株主が指定する日（当該日が営業日でない場合には翌

営業日とする。）を償還請求が効力を生じる日（以下「償還請求日」という。）として、当社に対して書面に

よる通知（以下「償還請求事前通知」という。）を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その

有するＡ種種類株式の全部または一部を取得することを請求すること（以下「償還請求」という。）ができる

ものとし、当社は、当該償還請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内におい

て、当該償還請求に係るＡ種種類株式の数に、(ⅰ)払込金額相当額ならびに(ⅱ)Ａ種累積未払配当金相当額お

よびＡ種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種種類株主に対して交付するものと

する。なお、本(1)においては、償還請求日が配当基準日の翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を基準

日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は

行われないものとみなしてＡ種累積未払配当金相当額を計算し、また、Ａ種日割未払優先配当金額の計算にお

ける「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、Ａ種日割未払優先配当金額を計算する。また、償還請求に係

るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。ただ

し、償還請求日においてＡ種種類株主から償還請求がなされたＡ種種類株式の取得と引換えに交付することと

なる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各Ａ種種類株主により償還請求がな

されたＡ種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内にお

いてのみ当社はＡ種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったＡ種種類株式について

は、償還請求がなされなかったものとみなす。

(2）償還請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

(3）償還請求の効力発生

　償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達

したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

５．金銭を対価とする取得条項

　当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価償還日」という。）が到来

することをもって、Ａ種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法

令の許容する範囲内において、金銭を対価として、Ａ種種類株式の全部または一部を取得することができる（以

下「金銭対価償還」という。）ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式を取得するのと引換え

に、(ⅰ)当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式の数に、(ⅱ)金銭対価償還日における①払込金額相当額、ならび

に②Ａ種累積未払配当金相当額およびＡ種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種種

類株主に対して交付するものとする。なお、本５．においては、金銭対価償還日が配当基準日の翌日（同日を含

む。）から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日

を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてＡ種累積未払配当金相当額を計算し、また、Ａ種日割

未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、Ａ種日割未払優先配当金額を

計算する。また、金銭対価償還に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数がある

ときは、これを切り捨てる。

　Ａ種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

６．譲渡制限

　Ａ種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

７．株式の併合または分割、募集株式の割当て等

(1）当社は、Ａ種種類株式について株式の分割または併合を行わない。

(2）当社は、Ａ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を

与えない。

(3）当社は、Ａ種種類株主には、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。
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８．優先順位

(1）Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相当額、Ｂ種優先配当金（下記②１．(1)に定義される。）、Ｂ種累

積未払配当金相当額（下記②１．(4)に定義される。）および普通株式を有する株主または普通株式の登録株

式質権者（以下「普通株主等」と総称する。）に対する剰余金の配当の支払順位は、Ａ種累積未払配当金相当

額およびＢ種累積未払配当金相当額が第１順位（Ａ種累積未払配当金相当額およびＢ種累積未払配当金相当額

の間では同順位とする。）、Ａ種優先配当金およびＢ種優先配当金が第２順位（Ａ種優先配当金およびＢ種優

先配当金の間では同順位とする。）、普通株主等に対する剰余金の配当が第３順位とする。

(2）Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式および普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種種類株式およびＢ種

種類株式が第１順位（Ａ種種類株式およびＢ種種類株式の間では同順位とする。）、普通株式が第２順位とす

る。

(3）当社が剰余金の配当または残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行

うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な金

額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当または残余財産の分配を行う。

②　Ｂ種種類株式の内容は、以下のとおりです。

１．剰余金の配当

(1）Ｂ種優先配当金

　当社は、2022年３月末日に終了する事業年度から2027年３月末日に終了する事業年度中に属する日を基準日

として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日（以下「配当基準日」という。）の最終の株主

名簿に記載または記録されたＢ種種類株式を有する株主（以下「Ｂ種種類株主」という。）またはＢ種種類株

式の登録株式質権者（Ｂ種種類株主と併せて、以下「Ｂ種種類株主等」という。）に対し、下記８．(1)に定

める支払順位に従い、Ｂ種種類株式１株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当（かかる配当

によりＢ種種類株式１株当たりに支払われる金銭を、以下「Ｂ種優先配当金」という。）を行う。なお、Ｂ種

優先配当金に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するＢ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じると

きは、当該端数は切り捨てる。

(2）Ｂ種優先配当金の金額

　Ｂ種優先配当金の額は、100,000,000円（以下「払込金額相当額」という。）に、年率1.85％（以下「Ｂ種

優先配当年率」という。）を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日（ただ

し、当該配当基準日が2022年３月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。）から当該

配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日（ただし、当該事業年度に閏日を含む

場合は366日。）として日割計算を行うものとする（除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、そ

の小数第２位を四捨五入する。）。

　ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてＢ種種類株主等

に対して剰余金の配当（下記(4)に定めるＢ種累積未払配当金相当額の配当を除く。）が行われたときは、当

該配当基準日に係るＢ種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

(3）非参加条項

　当社は、Ｂ種種類株主等に対しては、Ｂ種優先配当金およびＢ種累積未払配当金相当額（下記(4)に定め

る。）の額を超えて剰余金の配当を行わない。

(4）累積条項

　ある事業年度に属する日を基準日としてＢ種種類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金の配当（当該

事業年度より前の各事業年度に係るＢ種優先配当金につき本(4)に従い累積したＢ種累積未払配当金相当額

（以下に定義される。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年度に係るＢ種優先配当金の額（当該事業年度

の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるＢ種優先

配当金の額をいう。ただし、かかる計算においては、上記(2)ただし書の規定は適用されないものとして計算

するものとする。）に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積（本

(4)に従い累積する金額を「Ｂ種累積未払配当金相当額」という。）する。当社は、Ｂ種累積未払配当金相当

額についての剰余金の配当を、下記８．(1)に定める支払順位に従い、法令の定める範囲内において、翌事業

年度以降に行われる剰余金の配当と併せて、Ｂ種種類株主等に対して行う。かかる配当が行われるＢ種累積未

払配当金相当額に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するＢ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じ

るときは、当該端数は切り捨てる。
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２．残余財産の分配

(1）残余財産の分配

　当社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種種類株主等に対し、下記８．(2)に定める支払順位に従い、Ｂ種

種類株式１株につき、払込金額相当額に、Ｂ種累積未払配当金相当額および下記(3)に定めるＢ種日割未払優

先配当金額を加えた額（以下「Ｂ種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。

　ただし、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」という。）が配当基準日の翌日

（同日を含む。）から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当

該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてＢ種累積未払配当金相当額を計算す

る。なお、Ｂ種残余財産分配額に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するＢ種種類株式の数を乗じた金額に１円未

満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2）非参加条項

　Ｂ種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3）日割未払優先配当金額

　Ｂ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額（以下「Ｂ種日割未払優先配当金額」という。）は、払込

金額相当額にＢ種優先配当年率を乗じて算出した額の金銭について、分配日の属する事業年度の初日（ただ

し、当該分配日が2022年３月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。）から、当該分

配日または払込期日の５年後の応当日のいずれか遅い方の日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１

年を365日（ただし、閏日を含む事業年度については366日。）として日割計算を行うものとする（除算は最後

に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。）。

　ただし、当該分配日の属する事業年度中の、当該分配日より前の日を基準日としてＢ種種類株主等に対して

剰余金の配当（Ｂ種累積未払配当金相当額の配当を除く。）が行われたときは、当該分配日に係るＢ種日割未

払優先配当金額の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

３．議決権

　Ｂ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

４．金銭を対価とする取得請求権

(1）金銭対価取得請求権

　Ｂ種種類株主は、償還請求日（以下に定義する。）における分配可能額（会社法第461条第２項に定める分

配可能額をいう。以下同じ。）を限度として、Ｂ種種類株主が指定する日（当該日が営業日でない場合には翌

営業日とする。）を償還請求が効力を生じる日（以下「償還請求日」という。）として、当社に対して書面に

よる通知（以下「償還請求事前通知」という。）を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その

有するＢ種種類株式の全部または一部を取得することを請求すること（以下「償還請求」という。）ができる

ものとし、当社は、当該償還請求に係るＢ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内におい

て、当該償還請求に係るＢ種種類株式の数に、(ⅰ)払込金額相当額ならびに(ⅱ)Ｂ種累積未払配当金相当額お

よびＢ種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、Ｂ種種類株主に対して交付するものと

する。なお、Ｂ種種類株主は、(a)払込期日の５年後の応当日においてＢ種種類株式を所有している場合、又

は、(b)引受契約書に定める2023年３月期以降の当社グループの財務状況などに一定の事由が生じた場合にの

み、当社に対して償還請求を行うことができる。

　本(1)においては、償還請求日が配当基準日の翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を基準日とした剰

余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われない

ものとみなしてＢ種累積未払配当金相当額を計算し、また、Ｂ種日割未払優先配当金額の計算における「分配

日」を「償還請求日」と読み替えて、Ｂ種日割未払優先配当金額を計算する。また、償還請求に係るＢ種種類

株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、償還請

求日においてＢ種種類株主から償還請求がなされたＢ種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の

額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各Ｂ種種類株主により償還請求がなされたＢ種

種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当

社はＢ種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったＢ種種類株式については、償還請

求がなされなかったものとみなす。
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(2）償還請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
(3）償還請求の効力発生

　償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達

したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

５．金銭を対価とする取得条項

　当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価償還日」という。）が到来

することをもって、Ｂ種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法

令の許容する範囲内において、金銭を対価として、Ｂ種種類株式の全部または一部を取得することができる（以

下「金銭対価償還」という。）ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るＢ種種類株式を取得するのと引換え

に、(ⅰ)当該金銭対価償還に係るＢ種種類株式の数に、(ⅱ)金銭対価償還日における①払込金額相当額、ならび

に②Ｂ種累積未払配当金相当額およびＢ種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、Ｂ種種

類株主に対して交付するものとする。なお、本５．においては、金銭対価償還日が配当基準日の翌日（同日を含

む。）から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日

を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてＢ種累積未払配当金相当額を計算し、また、Ｂ種日割

未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、Ｂ種日割未払優先配当金額を

計算する。また、金銭対価償還に係るＢ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数がある

ときは、これを切り捨てる。

　Ｂ種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

６．譲渡制限

　Ｂ種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。ただし、譲受人が

Ａ種種類株主である場合、Ｂ種種類株式に係る担保権の実行に伴う譲渡、および、Ｂ種種類株主の債権者に対す

る代物弁済に伴う譲渡については、当社が承認したものとみなす。

７．株式の併合または分割、募集株式の割当て等

(1）当社は、Ｂ種種類株式について株式の分割または併合を行わない。

(2）当社は、Ｂ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を

与えない。

(3）当社は、Ｂ種種類株主には、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。

８．優先順位

(1）Ａ種優先配当金（上記①１．(1)に定義される。）、Ａ種累積未払配当金相当額（上記①１．(4)に定義され

る。）、Ｂ種優先配当金、Ｂ種累積未払配当金相当額および普通株式を有する株主または普通株式の登録株式

質権者（以下「普通株主等」と総称する。）に対する剰余金の配当の支払順位は、Ａ種累積未払配当金相当額

およびＢ種累積未払配当金相当額が第１順位（Ａ種累積未払配当金相当額およびＢ種累積未払配当金相当額の

間では同順位とする。）、Ａ種優先配当金およびＢ種優先配当金が第２順位（Ａ種優先配当金およびＢ種優先

配当金の間では同順位とする。）、普通株主等に対する剰余金の配当が第３順位とする。

(2）Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式および普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種種類株式およびＢ種

種類株式が第１順位（Ａ種種類株式およびＢ種種類株式の間では同順位とする。）、普通株式が第２順位とす

る。

(3）当社が剰余金の配当または残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行

うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な金

額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当または残余財産の分配を行う。

③　会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2021年７月１日～

2021年９月30日
－ 27,331,413 － 8,041 － 7,957

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

近鉄グループホールディングス

株式会社

大阪府大阪市天王寺区上本町

六丁目１番55号
14,633 53.56

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社

（近畿日本鉄道株式会社

退職給付信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,900 6.95

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号 875 3.21

近鉄バス株式会社 大阪府東大阪市小阪一丁目７番１号 479 1.76

株式会社日本政策投資銀行 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 390 1.43

株式会社箱根高原ホテル 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根164 380 1.39

株式会社近鉄エクスプレス 東京都港区港南二丁目15番１号 265 0.97

株式会社近鉄百貨店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋

一丁目１番43号
263 0.96

JPMBL RE CITIGROUP GLOBAL 

MARKETS LIMITED COLL EQUITY

（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ

銀行）

CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE 

LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED 

KINGDOM E14 5LB

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１

号）

198 0.73

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC 

ISG (FE-AC)

（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ

銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１

号）

165 0.61

計 － 19,551 71.56

（５）【大株主の状況】

（注）日本マスタートラスト信託銀行株式会社（近畿日本鉄道株式会社退職給付信託口）および日本マスタートラスト

信託銀行株式会社（信託口）は、信託業務に係る株式数です。
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2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

（個）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

近鉄グループホールディングス

株式会社

大阪府大阪市天王寺区上本町

六丁目１番55号
146,328 53.74

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社

（近畿日本鉄道株式会社

退職給付信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 19,000 6.98

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号 8,759 3.22

近鉄バス株式会社 大阪府東大阪市小阪一丁目７番１号 4,795 1.76

株式会社日本政策投資銀行 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 3,902 1.43

株式会社箱根高原ホテル 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根164 3,803 1.40

株式会社近鉄エクスプレス 東京都港区港南二丁目15番１号 2,657 0.98

株式会社近鉄百貨店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋

一丁目１番43号
2,632 0.97

JPMBL RE CITIGROUP GLOBAL 

MARKETS LIMITED COLL EQUITY

（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ

銀行）

CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE 

LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED 

KINGDOM E14 5LB

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１

号）

1,982 0.73

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC 

ISG (FE-AC)

（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ

銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１

号）

1,654 0.61

計 － 195,512 71.80

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
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2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式

Ａ種種類株式 150

－

「１．株式等の状況

(１）株式の総数等 ② 

発行済株式」に記載の

とおりであります。

Ｂ種種類株式 250

計 400

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式
普通株式 8,700

完全議決権株式（その他） 普通株式 27,231,100 272,311 同上

単元未満株式 普通株式 91,213 － 同上

発行済株式総数 27,331,413 － －

総株主の議決権 － 272,311 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式200株（議決権２個）が含まれており

ます。

２．「単元未満株式」の欄には当社所有の自己株式25株が含まれております。

2021年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式　
総数に対する
所有株式数の
割合（％）

（自己保有株式）

ＫＮＴ－ＣＴ

ホールディングス株式会社

東京都新宿区西新宿

二丁目６番１号
8,700 － 8,700 0.03

計 ― 8,700 － 8,700 0.03

②【自己株式等】

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）および第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,764 41,185

預け金 11,520 29,052

受取手形及び営業未収金 16,885 －

受取手形、営業未収金及び契約資産 － 24,733

商品 12 10

仕掛品 － 40

旅行前払金 5,815 6,106

その他 4,184 6,014

貸倒引当金 △34 △22

流動資産合計 51,148 107,121

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 103 106

土地 135 136

その他（純額） 17 28

有形固定資産合計 257 271

無形固定資産

その他 53 111

無形固定資産合計 53 111

投資その他の資産

投資有価証券 4,478 4,235

退職給付に係る資産 1,956 2,128

繰延税金資産 － 20

その他 5,303 4,538

貸倒引当金 △380 △355

投資その他の資産合計 11,358 10,567

固定資産合計 11,669 10,951

資産合計 62,817 118,072

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金 11,515 17,224

未払金 7,402 4,821

未払法人税等 225 378

預り金 12,556 12,135

旅行券等 17,684 19,065

旅行前受金 17,023 36,126

賞与引当金 337 216

その他 1,598 1,496

流動負債合計 68,344 91,466

固定負債

繰延税金負債 1,215 1,265

旅行券等引換引当金 913 －

その他 1,998 1,877

固定負債合計 4,127 3,142

負債合計 72,471 94,608

純資産の部

株主資本

資本金 8,041 8,041

資本剰余金 7,204 47,204

利益剰余金 △26,851 △33,783

自己株式 △13 △13

株主資本合計 △11,618 21,449

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,205 1,177

為替換算調整勘定 263 302

退職給付に係る調整累計額 457 503

その他の包括利益累計額合計 1,926 1,984

非支配株主持分 37 30

純資産合計 △9,654 23,463

負債純資産合計 62,817 118,072
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 15,865 57,546

売上原価 14,211 46,901

売上総利益 1,653 10,645

販売費及び一般管理費 ※１ 24,833 ※１ 19,129

営業損失（△） △23,179 △8,483

営業外収益

受取利息 57 55

受取配当金 38 29

為替差益 368 12

持分法による投資利益 25 －

助成金収入 ※２ 6,933 ※２ 2,727

その他 65 28

営業外収益合計 7,489 2,853

営業外費用

支払利息 31 36

支払手数料 12 104

持分法による投資損失 － 0

株式交付費 － 140

その他 0 14

営業外費用合計 44 295

経常損失（△） △15,734 △5,925

特別利益

負ののれん発生益 － 31

特別利益合計 － 31

特別損失

減損損失 ※３ 681 ※３ 390

事業構造改革関連費用 － ※４ 292

臨時休業による損失 ※５ 148 ※５ 41

段階取得に係る差損 － 2

関係会社株式売却損 － 1

固定資産除却損 3 0

その他 2 －

特別損失合計 835 728

税金等調整前四半期純損失（△） △16,569 △6,622

法人税、住民税及び事業税 47 206

法人税等調整額 247 32

法人税等合計 294 239

四半期純損失（△） △16,864 △6,861

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △17 △8

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △16,846 △6,853

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純損失（△） △16,864 △6,861

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △172 △27

繰延ヘッジ損益 △83 －

為替換算調整勘定 △52 39

退職給付に係る調整額 △7 46

持分法適用会社に対する持分相当額 － 0

その他の包括利益合計 △315 58

四半期包括利益 △17,179 △6,803

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,162 △6,795

非支配株主に係る四半期包括利益 △16 △7

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △16,569 △6,622

減価償却費 477 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 △36

賞与引当金の増減額（△は減少） △473 △120

旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） △22 －

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △73 △172

減損損失 681 390

段階取得に係る差損益（△は益） － 2

負ののれん発生益 － △31

関係会社株式売却損益（△は益） － 1

受取利息及び受取配当金 △95 △85

支払利息 31 36

株式交付費 － 140

助成金収入 △6,933 △2,727

持分法による投資損益（△は益） △25 0

為替差損益（△は益） 5 △3

固定資産除却損 3 0

売上債権の増減額（△は増加） 749 －

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） － △7,014

仕入債務の増減額（△は減少） △1,467 5,186

未払金の増減額（△は減少） △42 △2,550

預り金の増減額（△は減少） △932 △613

旅行前受金の増減額（△は減少） 15,127 19,075

旅行前払金の増減額（△は増加） 3,384 △97

その他の流動資産の増減額（△は増加） △244 △2,572

その他 △436 244

小計 △6,833 2,439

利息及び配当金の受取額 98 154

利息の支払額 △27 △36

助成金の受取額 3,215 2,965

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 336 △8

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,211 5,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △21 △17

定期預金の払戻による収入 454 58

長期預金の払戻による収入 200 －

固定資産の取得による支出 △986 △471

投資有価証券の売却による収入 － 18

供託金の支払による支出 △0 △5

供託金の返還による収入 165 102

差入保証金の取得による支出 △284 △206

差入保証金の回収による収入 135 1,072

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 － 36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 － △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △336 585

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 － 39,860

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △23 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △23 39,843

現金及び現金同等物に係る換算差額 △70 45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,641 45,989

現金及び現金同等物の期首残高 48,200 23,805

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 44,558 ※１ 69,795

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会

計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

（１）自社の企画旅行商品等

　自社の企画旅行商品等の販売について、従来は旅行終了時に収益を認識しておりましたが、旅行期間にわ

たり収益を認識する方法に変更しております。

（２）国際航空券手配における代理人取引

　国際航空券の手配について、従来は収益を総額表示しておりましたが、代理人として関与したと判定され

る取引については純額表示に変更しております。

（３）業務の受託事業

　旅行関連事業に含まれる旅行業以外の複合的な業務の受託について、従来は契約期間終了時に収益を認識

しておりましたが、契約上の義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると認められるものは、契約期間

にわたり収益を認識する方法に変更しております。

（４）旅行券等

　当社が発行している旅行券等の未使用分について、従来は一定期間経過後に収益に計上するとともに、将

来の使用に備えるため、旅行券等引換引当金を計上しておりましたが、当社が将来において権利を得ると見

込む金額について、旅行券等の使用のパターンと比例的に収益を認識する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、

収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従

ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は9,450百万円、売上原価は7,791百万円それぞれ増加し、営業

損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失はそれぞれ1,658百万円減少しております。また、利益剰余金

の当期首残高は78百万円減少しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び営業未収金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、営業未収金及び契約資産」に含め

て表示することといたしました。また、前第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書にお

いて、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額（△は増加）」は、当第２四

半期連結累計期間より「売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）」に含めて表示することとしました。な

お、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度および前第２四半期連結累

計期間について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計

期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる四半期連結財務諸表

に与える影響はありません。
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（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に

関する会計上の見積りの仮定について重要な変更はありません。

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

　当社および一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創

設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われ

た項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」

（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第28号　平成30年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負

債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

　　至　2021年９月30日）

人件費 15,324百万円 11,644百万円

賞与引当金繰入額 422 112

退職給付費用 558 410

貸倒引当金繰入額 30 △33

用途 種類 地域
減損損失
（百万円）

事業用資産 建物・器具備品等 東京都等 43

グループ会社基幹系

情報システム等
ソフトウエア等 群馬県等 638

（四半期連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。

※２．助成金収入

前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

　助成金収入の内訳は、雇用調整助成金6,840百万円、持続化給付金40百万円、家賃支援給付金36百万

円、リスク低減支援等17百万円であります。

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

　助成金収入の内訳は、雇用調整助成金2,694百万円、緊急雇用安定助成金等32百万円であります。

※３．減損損失

前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

(1）減損損失を認識した資産グループの概要

(2）資産のグルーピング方法

　当社グループは、減損損失を認識するにあたり、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の区

分を基礎としてグルーピングを行っております。遊休資産については各物件単位でグルーピングを行っ

ております。

- 23 -



用途 種類 地域
減損損失
（百万円）

事業用資産 建物・器具備品等 東京都等 271

グループ会社基幹系

情報システム等
ソフトウエア等 群馬県等 268

(3）減損損失の認識に至った経緯

　事業用資産は、今後営業収益による回収が見込めないと判断した資産グループについて、帳簿価額を

回収可能価額まで減損しております。また、回収可能価額の算定にあたっては、正味売却価額に基づい

ております。

　その内訳は、建物31百万円、器具備品11百万円であります。

　グループ会社基幹系情報システム等は、著しい経営環境の悪化により、短期的な業績の回復は難しい

と判断した資産グループについて、減損損失を認識しております。なお、使用価値の測定にあたって

は、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、具体的な割引率の算定は行っておりませ

ん。

　その内訳は、ソフトウエア528百万円、ソフトウエア仮勘定109百万円であります。

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

(1）減損損失を認識した資産グループの概要

(2）資産のグルーピング方法

　当社グループは、減損損失を認識するにあたり、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の区

分を基礎としてグルーピングを行っております。遊休資産については各物件単位でグルーピングを行っ

ております。

(3）減損損失の認識に至った経緯

　事業用資産は、今後営業収益による回収が見込めないと判断した資産グループについて、帳簿価額を

回収可能価額まで減損しております。また、回収可能価額の算定にあたっては、使用価値に基づいてお

ります。なお、使用価値の測定にあたっては、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、

具体的な割引率の算定は行っておりません。

　その内訳は、建物86百万円、器具備品90百万円、差入保証金95百万円であります。

　グループ会社基幹系情報システム等は、著しい経営環境の悪化により、短期的な業績の回復は難しい

と判断した資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減損しております。また、回収可能価

額の算定にあたっては、使用価値に基づいております。なお、使用価値の測定にあたっては、割引前将

来キャッシュ・フローがマイナスであるため、具体的な割引率の算定は行っておりません。

　その内訳は、ソフトウエア133百万円、ソフトウエア仮勘定134百万円であります。

　当該減損損失計上額540百万円のうち、減損損失として390百万円、事業構造改革関連費用として149

百万円をそれぞれ特別損失として計上しております。

※４．事業構造改革関連費用

前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

　該当事項はありません。

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

　事業構造改革関連費用の内訳は、店舗・事業所の統廃合に係る固定資産の減損損失149百万円、店舗閉

鎖に伴う費用107百万円、その他35百万円であります。

※５．臨時休業による損失

　新型コロナウイルス感染症に対する政府・自治体からの要請等もあり、感染拡大防止への配慮から、一

部店舗等を臨時休業しております。休業期間中に発生した店舗等の事務所賃借料を、臨時休業による損失

として特別損失に計上しております。
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前第２四半期連結累計期間
（自  2020年４月１日

至  2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  2021年４月１日

至  2021年９月30日）

現金及び預金勘定 15,328百万円 41,185百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △453 △442

預け金 29,683 29,052

現金及び現金同等物 44,558 69,795

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（株主資本等関係）

株主資本の金額の著しい変動

　2021年６月16日開催の定時株主総会の決議に基づき、Ａ種種類株式およびＢ種種類株式を発行し、2021年６月

30日付で第三者割当増資の払込を受けました。この結果、資本金および資本準備金がそれぞれ20,000百万円増加

いたしました。

　また、会社法第447条第１項および第３項ならびに第448条第１項および第３項の規定に基づき、2021年６月30

日付でＡ種種類株式およびＢ種種類株式の払込に伴う資本金および資本準備金増加分の全部をそれぞれ減少し、

その他資本剰余金へ振り替えております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは「旅行業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

旅行業

報告セグメント

　
旅行事業 18,825

旅行関連事業 38,721

顧客との契約から生じる収益 57,546

その他の収益 －

外部顧客への売上高 57,546

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

（単位：百万円）
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前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年９月30日）

１株当たり四半期純損失（△） △616円59銭 △250円84銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（百万円）
△16,846 △6,853

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち優先配当額）（百万円） （－） （－）

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損

失（△）（百万円）
△16,846 △6,853

普通株式の期中平均株式数（株） 27,322,988 27,322,361

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年11月11日

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

   東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小　林　　雅　彦　　印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 和　田　　安　弘　　印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 清　水　　俊　直　　印

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＫＮＴ－ＣＴホ

ールディングス株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７

月１日から2021年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャ

ッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社及び連結子会社の2021年９月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適

正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。



（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上


